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第１ 地域包括支援センターの運営方針

１ 趣旨

この運営方針は、地域包括支援センターの意義・目的、運営上の基本的な考え方及び

理念、個別事業の実施方針等を明確にし、円滑で効果的な業務の実施に資することを目

的に策定します。

また、運営方針は、宮崎市総合計画や宮崎市民長寿支援プランで設定した目標の実現

等に向けて、地域包括支援センターが包括的支援事業で行う取組の方向性を示すもので

す。

２ 地域包括支援センターの意義・目的

地域包括支援センターは、地域の高齢者等の心身の健康の保持及び生活の安定のため

に必要な援助を行うことを業務とし、地域の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に

支援することを目的として設置されており、高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごす

ことができるように、包括的及び継続的な支援を行う地域包括ケアを実現するための中

心的役割を果たします。

３ 運用上の基本的考え方や理念

(1) 公益性

地域包括支援センターは、市の介護・福祉行政の一翼を担う「公益的な機関」として、

公正で中立性の高い事業運営を行います。地域包括支援センターの運営費用は、市民の

負担する介護保険料や、国・県・市の公費によって賄われていることを理解し、適切な

事業運営を行います。

(2) 地域性

地域包括支援センターは、地域の介護・福祉サービスの提供体制を支える中核的な

機関であるため、担当圏域の地域性や実情を踏まえた柔軟な事業運営を行います。「地

域包括支援センター運営協議会」や「地域ケア会議」をはじめ、さまざまな場や機会

を通じて、地域の住民や関係団体、サービス利用者、事業者等の意見を幅広く汲み上

げ、日々の活動に反映させるとともに、地域が抱える課題に生活支援コーディネータ

ーや関係機関等と連携して積極的に取り組みます。

(3) 協働性

地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等の専門職種が

専門性を発揮し、業務の理念・基本的な骨格を理解したうえで、常に職員相互が情報

を共有し、連携・協働し、「チーム」として業務を行います。
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また、地域の保健・福祉・医療の専門職や民生委員、ボランティア等の関係者と連

携を図りながら活動します。

４ 運営について

(1) 職員体制

地域包括支援センターは、「宮崎市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員等

の基準に関する条例」に基づき、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の３職種

の職員を配置するものとします。

また、「宮崎市地域包括支援センター運営事業実施要綱」に基づき、その他必要な職

員を配置することができます。

地域包括支援センターは、常勤の管理者を配置するものとします。ただし、管理者

は３職種の職員と兼ねることができます。

(2) 職員の姿勢

地域包括支援センターの業務は、高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活が継続

できるよう支援するものであることを念頭におき、当該高齢者等に最善の利益を図る

ために業務を遂行することに努めます。

(3) チームアプローチによる推進

地域包括支援センターの保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等はそれぞれの

専門性を発揮するとともに、相談者等の個々の事情や意思を十分把握したうえで、検

討・協議を行い、連携・協働しながら個別課題や地域課題の解決等にあたります。

また、管理者は地域包括支援センター全体の業務を把握し、一部の業務や、一部の

職員に業務が集中することなく業務の調整が図られるよう業務管理を行います。管理

者以外の各職員は、業務を行う上で必要に応じて管理者に相談し、業務を推進します。

(4) 職員の資質向上

地域包括支援センターの業務に必要な知識の習得・技能（スキル）の獲得や向上、

幅広い視野で業務を行うことを目的に、研修会等に参加するなど資質向上に向けた取

組を積極的に行います。

また、研修会等に参加できるよう業務分担等について配慮し、一部の職員が研修を

受講した場合、他の職員に受講報告・伝達を行い、地域包括支援センター内で研修内

容を共有します。

(5) 広報活動

地域包括支援センターは、宮崎市民長寿支援プランに基づいて業務を適切に遂行す
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るため、地域住民に対し介護保険法の本旨の理解と協力を得られるよう、チラシや便

り等はもとより、様々な機会を活用し周知に努めます。

また、地域包括支援センターの役割や機能を関係機関や団体、住民へ周知します。

(6) 公正・中立性の確保

地域包括支援センター運営協議会が、地域包括支援センターの運営に関する事項に

ついて、承認や協議、評価する機関として役割を発揮することにより、市の適切な意

思決定に関与し、もって、適切、公正かつ中立的な地域包括支援センターの運営を確

保します。

具体的には、地域包括支援センター運営協議会で、予防給付・総合事業のケアマネ

ジメントの一部委託や相談者へ紹介する居宅介護支援事業所の偏りの有無、サービス

事業所選定の偏りの有無のチェック等を行います。

(7) 個人情報の保護

「宮崎市個人情報保護条例」及び契約書記載の「個人情報取扱特記事項」を遵守し、

個人情報の漏えい、滅失の防止等のために、相談記録や関係文書等を適切に管理しま

す。

また、地域包括支援センター設置者及びその職員又はこれらの職にあった者は、業

務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせたり、業務に関係のない目的で

使用しないなど、守秘義務を遵守します。

(8) 苦情対応

地域包括支援センターに対する苦情を受けた場合は、その内容及び対応等を記録し、

必要に応じて速やかに介護保険課に報告します。

地域包括支援センター職員のみでは対応困難な苦情があった場合は、市の開庁時間

内・外を問わず、すぐに介護保険課へ連絡します。

(9) 緊急時の対応

地域包括支援センターは、必ずしも 24 時間体制をとる必要はありませんが、緊急時

の対応等の場合も想定し、携帯電話への転送など地域包括支援センターの職員に速や

かに連絡が取れる体制をとります。

(10) 事業計画、自己評価等

地域包括支援センターの業務を遂行するために、地域の課題や状況などを踏まえて、

地域包括支援センターの目的や運営方針に沿った年間の事業計画を立てます。

また、地域包括支援センターの年間計画の遂行や目標達成に向けた進捗管理を行い、
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事業報告書を作成します。

なお、事業を毎年見直していくために、ＰＤＣＡ（Plan-Do-Check-Act）サイクルの

考えで業務の計画とその実行・成果を自己評価し、質の向上を図ります。

５ 市と地域包括支援センター及び地域包括支援センター間の情報共有

(1) 管理者会議

管理者会議は、原則、毎月第３水曜日の午前中に開催し、地域包括支援センターに

関わる各事業についての協議や情報交換、市から地域包括支援センターへの連絡等を

行います。

また、地域包括支援センターが日頃の業務のなかで抱えている課題や好事例の情報

共有をします。

(2) 専門部会、ブロック会議

地域包括支援センターに従事する３職種ごとの専門部会を適宜開催し、専門職間の

連携及び資質向上を図り、地域包括支援センターの業務に生かしていきます。

また、市内を中央・北・西・南の４ブロックに分けたブロック会議を適宜開催して

ブロックごとの課題を共有し、関係機関等との連携により解決を図ります。

(3) 市関係部局等との連携

地域包括支援センターの業務は多岐にわたり、市の多くの関係部局や公的機関等と

密接に関係しています。支援困難ケース等にも迅速に対応できるよう市保健センター、

社会福祉課、障がい福祉課、住宅課等と日常的に密接な連携を図るとともに、相互の

協力関係を深めていきます。

第２ 個別業務の実施方針

１ 総合相談支援業務

(1) 実態把握

地域の高齢者等の心身状況や家庭環境等について、民生委員や関係機関等と連携し

ながら実態把握を行います。また、地域特有の課題やニーズを発見し、早期対応でき

るよう第２層生活支援コーディネーターや関係団体等と連携し、地域に存在する社会

資源の把握を行います。

(2) 総合相談業務

高齢者宅への訪問や関係者からの情報収集等により、相談者等との信頼関係を構築

し、課題を明確にしたうえで、適切な機関・制度・サービスへつないで継続的にフォ
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ローします。

なお、支援においては、包括内のチームアプローチや地域のネットワークを生かし

ながら対応します。

(3) ネットワーク構築業務

高齢者やその家族、民生委員等の相談に対し、地域の社会資源等とつながるよう、

日頃から民生委員や医療関係者、介護支援専門員等の関係者との地域包括支援センタ

ーを中心としたネットワークの構築を図り、業務を円滑かつ効率的に進めます。

また、第２層生活支援コーディネーターが中心となって取り組む介護予防と生活支

援のネットワークづくりに、情報提供等を行います。

２ 権利擁護業務

(1) 成年後見制度の利用促進

虐待や悪質商法、詐欺被害など高齢者の権利擁護の観点から成年後見制度の利用が必

要な場合は、事理弁識能力等を判断し、以下のとおり相談支援を行います。

・本人が申立する意思がある場合、または支援できる親族がいる場合は、関係機関（注１）

へつなぎます。

・本人も親族も申立ができない場合は、「宮崎市高齢者等在宅福祉事業」（市長申立）を

利用します。

注１：司法書士や弁護士会、行政書士会、法テラス等

【参考：事理弁識能力】

①後見相当：日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必

要がある程度

②保佐相当：日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、不動産、自動車の販売や自

宅の増改築、金銭の貸し借り等の重要な財産行為は自分ではできない程度

③補助相当：重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があ

るので本人の利益のためには、誰かに代わってやってもらったほうがよい程度

(2) 高齢者虐待の早期発見及び早期対応

①地域住民や関係機関と連携を密にすることにより、虐待防止、及び早期発見に取り組

みます。

②通報や相談等を受けた場合には、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律」及び「宮崎市高齢者虐待防止マニュアル[改訂版]」に基づき、速やか

に当該高齢者の状況を把握し、関係部署と連携を図り、適切に対応します。
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(3) その他

①消費者被害防止

地域団体・関係機関との連携のもと、消費生活センターや警察署から消費者被害情

報を収集し、関係機関への情報伝達と適切な対応により被害を未然に防ぐよう支援し

ます。

②権利擁護に関する啓発

高齢者虐待の防止や成年後見制度の活用、消費者被害の防止等に関する権利擁護に

ついて、関係機関・地域団体・各種事業所や住民等が理解を深め、権利侵害を防止で

きるよう啓発活動に取り組みます。

３ 包括的継続的ケアマネジメント支援業務

(1) 多職種協働による地域包括支援ネットワーク

介護保険サービスに限らず、保健・福祉・医療サービス、地域住民等によるインフ

ォーマルサービス等様々な社会資源の活用を検討するため、地域ケア会議の開催等を

通して地域包括支援ネットワークの構築を図ります。

(2) 介護支援専門員に対する支援

介護支援専門員に対して、日常業務の相談等に応じるとともに、介護支援専門員の

抱える処遇困難事例等については、事例検討会等により具体的な支援方針を検討しな

がら助言等を行います。

また、介護支援専門員の資質向上を図るため、関係機関とも連携の上、情報提供や

研修会等を実施します。実施の際は、介護支援専門員と協働で企画する等、介護支援

専門員が主体的に参画できる内容を検討します。

４ 高齢者のＱＯＬ（生活の質）向上のためのケアマネジメント

(1) 介護予防ケアマネジメント

要支援者や事業対象者を対象に、適切なアセスメントの実施により、利用者の状況

を踏まえた目標を設定し、利用者本人が理解した上で、その達成のために必要なサー

ビスを主体的に利用して、目標の達成に取り組んでいけるよう、ケアプランを作成し

ます。

また、地域の資源や一般介護予防事業、多様なサービスを活用し、包括的なケアマ

ネジメントを行います。

(2) 自立支援に資するケアマネジメント

高齢者がその有する能力に応じた自立した日常生活が営めるよう、自立支援・重度

化防止等に資する観点から支援します。自立支援型地域ケア会議では、多職種協働に
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より対象者の生活課題を解決するための支援内容の検討を行い、ケアマネジメントの

質の向上に努めます。

(3) 一般介護予防事業に関するケアマネジメント

高齢者の年齢や心身の状況等にかかわらず、要介護状態になっても生きがい・役割

をもって生活できる地域を構築するため、各介護予防事業を積極的に利用できるよう、

事業の周知や案内に努めます。

また、高齢者の主体性を尊重し、継続して活動に取り組めるよう支援します。

５ 認知症施策の推進

(1) 関係機関との連携

認知症の人やその家族を地域で支えるため、関係機関との連携や地域住民の協力を

得ながら継続的な支援を行います。

また、早期診断や早期対応に向けて、認知症疾患医療センターやかかりつけ医等と

連携・協力体制を整備し、相談窓口等の周知を行います。

さらに、認知症に係る困難事例については必要に応じ認知症地域支援推進員へ相談

し、認知症初期集中支援チームにつないで支援を行います。

(2) 認知症に係る相談業務

認知症の人やその家族の相談内容に応じて、適当な相談機関や医療機関を紹介しま

す。

また、認知症ケアパスを活用し、認知症の状態に応じた適切な対応やサービスの情

報について説明します。

(3) 認知症の人やその家族への支援

認知症の人が自ら楽しめる場として、またその家族にとっては、相談や情報収集の

場、地域住民との交流の場として認知症カフェの活用を薦めます。

また、認知症の人を介護する上で、不安や悩み等を感じている人のために、介護教

室等の活用を薦めます。

(4) 地域の見守り体制づくり

認知症の人やその家族が住み慣れた地域で生活を継続できるネットワーク構築のた

め、認知症地域支援推進員と連携し、認知症に対する正しい知識及び地域で見守るこ

との重要性の普及啓発等を行います。

また、日頃から地域住民や事業所等が認知症の人に対して見守りや声かけを行うこ

とができるよう、自治会等による認知症見守り声かけ模擬訓練や認知症サポーター養
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成講座等の実施を支援します。

６ 生活支援サービスの体制整備

(1) 地域資源の把握・分析や情報共有

高齢者の多様な生活支援ニーズに対応するため、地域の多様な主体による地域資源

（生活支援サービス等）の把握・分析や情報共有に積極的に取り組みます。

(2) 生活支援コーディネーターとの連携

生活支援コーディネーターと連携して、圏域で実施した地域ケア会議の成果を活か

し、ニーズや不足しているサービスを的確に把握します。

また、サービスの担い手の発掘や、第２層協議体設置に関わっていきます。

７ 在宅医療介護連携の推進

在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制の構築を推進するため、多職種協働

による地域包括支援ネットワークの構築等により在宅医療・介護関係者の顔の見える関

係づくりを行い、相互理解、連携強化を図ります。

第３ 地域包括ケアシステム構築に向けた方針

１ 地域包括ケアシステム構築の強化

地域包括ケアシステムの構築の実現に向けて、地域包括支援センターは宮崎市総合計

画及び宮崎市民長寿支援プランの基本理念、政策目標を共有し、地域ケア会議等を活用

して地域住民と積極的なコミュニケーションを図るとともに、地域の目指すまちづくり

への取組・成果等を共有しながら新たなまちづくりを推進します。

２ 圏域ごとのニーズに応じて重点的に行う業務

地域包括支援センターは、圏域ごとのニーズに応じて重点的に行う業務について、実

態把握や、関係機関からの情報収集に基づき、年度当初に作成する事業計画の中に、そ

れぞれの課題・目標・達成指針を設定し、地域が抱える課題の解決に努めるものとしま

す。


